
 
 

総合教育会議について 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）開催予定 

  ・通常の場合、年 2回程度の開催を予定 

   ただし、今年度は「教育に関する大綱」を策定するため、年度前半に複数回の 

開催を予定 
 

（２）構成・会議概要 

知事と教育委員会（教育長、教育委員） 

   ※ 会議は知事が招集 

     関係者または学識経験者からの意見聴取が可能 

     会議は原則として公開し、議事録を公表 

     調整が行われた事項は、構成員は調整結果を尊重 

     教育に関することは従来どおり教育委員会が管理・執行 
 

（３）協議事項 

   ① 「教育に関する大綱」の策定に関する協議 

② 教育を行うための諸条件の整備など重点的に講じるべき施策 

    （例：学校等の施設の整備、教職員定数など予算等に関係する事項、 

幼児教育・保育や放課後対策など知事部局との連携が必要な事項など） 

③ 児童、生徒等の生命に被害が生じた場合など、緊急の場合に講ずべき措置 

 （例：いじめ問題や通学路で交通事故・再発防止対策など） 

◆ 趣旨 

○ 「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の改正により、知事と教育委

員会の協議・調整の場として「総合教育会議」が制度化 

○ 今後、知事が定める『教育に関する大綱』と教育委員会が定める『教育振興

基本計画』との連携に努め、福井の教育をより一層向上 



 

 

◆ 教育に関する大綱 

（１）概要 

「教育、学術および文化の振興に関する総合的な施策の大綱」 

・総合教育会議で協議の上、知事が策定 

・県の教育等に関する総合的な施策の目標や施策の根本となる方針を記載 
 

（２）策定スケジュール 

・6月定例県議会で「教育に関する大綱」（案）の基本的考え方を説明 

・第 2回総合教育会議（8月～9月頃）において大綱（案）を協議 

 （新たな教育振興基本計画について、大綱との整合を図り、並行して策定予定） 
 

（３）大綱の対象範囲 

① 原則として教育委員会で所管している学校教育、社会教育・生涯学習、文化財、

スポーツ振興に関する施策の今後の考え方を大綱の対象とする。 

② 知事部局で所管する子育て支援、私学・大学教育、文化振興等については、教

育委員会での施策と関連して必要と判断するものは大綱の対象とする。 

③ 今後、概ね 4～5年間に行う予定の施策に関する方針を記載 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 教育に関する大綱  

 

○ 幼児教育、家庭教育に関すること 

○ 学校教育、授業改善に関すること 

○ 学校および教員に関すること 

○ 社会教育・生涯学習、文化財に 

関すること 

○ スポーツ振興に関すること 

○ 子育て支援関係 
・公私立の幼稚園・保育所に  ・保育士・幼稚園教諭 

共通した幼児教育       の人的処遇 

・小学校との連携       ・各園や各家庭の子育 

・放課後学習 等        て環境整備 等 

○ 私学・大学教育関係 
・進学支援、いじめ対策    ・各校の教育方針、           

・高大連携活動 等       経営方針 等 

○ 文化振興関係 
・子どもの芸術体験      ・芸術・文化振興 

・文化財保存・活用 等    ・文化施設運営 等 

○ スポーツ振興関係 
・体力向上、スポーツ普及   ・福井国体の開催 等 

・スポーツ競技力の向上 等 

○ 産業労働関係 
・職業教育          ・職業訓練 

・キャリア教育 等      ・雇用対策 等 

○ 障害者支援関係 
・特別支援教育 等      ・障害者福祉 

               ・障害者スポーツ 等 
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